
船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和２年１１月２２日 １４時００分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市諸磯埼
もろいそさき

南西方沖 

 諸磯埼灯台から真方位２１５°７５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.０′ 東経１３９°３６.２′） 

事故の概要  ミニボート（船名なし）は、帰航中、転覆した。 

事故調査の経過 令和２年１２月１１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ミニボート （船名なし）、０.１トン（長さ約３ｍ） 

 なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 操縦者、操縦免許 なし 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約１ｍ、水温 約２２℃ 

三浦市には、本事故当日０４時３２分に強風注意報が発表され、本

事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、操縦者ほか同乗者３人が乗船し、釣りをしていたところ、

風が強くなってきたので、帰航中、さらに風と波が強くなり、高まっ

た波を船尾部に受けて水船状態となったのち転覆した。 

 本船の全乗船者は、付近海域を航行していたプレジャーボートに救

助されて三浦市所在のマリーナに搬送され、また、本船は、事故現場

付近の海岸に漂着し、その後陸揚げされた。 

 操縦者は、本事故当日、三浦市に強風注意報が発表されていること

を知らず、出航前、天気が良く、風と波がほとんどなかったので出航

した。  

 本船は４人乗りのＦＲＰ製ミニボートで、乾舷が約３０cm であっ

た。 

 本船の全乗船者は、救命胴衣を着用していた。 

分析  本船は、強風注意報が発表され、乾舷の３倍を超える波高がある状

況下、操縦者が、同注意報が発表されていることを知らずに出航した

ことから、風が強くなる中、釣りを終えて帰航中、高まった風波を船

尾部に受けて転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、強風注意報が発表され乾舷の３倍を超える波高がある状

況下、操縦者が、同注意報が発表されていることを知らずに出航した

ため、風が強くなる中を帰航中、高まった風波を船尾部に受けて転覆



したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ミニボートの操縦者は、出航前、航行予定海域の気象情報を十分

に確認し、注意報又は警報が発表されている場合、出航を控える

こと。 

 


